
※法人・個人で提出書類が異なります。　（必須＝〇、状況により必要＝△）
※提出前に、必ず「確認欄」でチェック「✔」して、書類に不足がないようご確認ください。
※詳しい説明は 『指定更新の手引き』 に記載しています。必ずお読みください。

　・上記「No.16 指定工事店台帳」の登録内容と現在の状況が異なっている場合に提出が必要。

〇 〇 20 指定更新申請に必要な書類一覧表　（この紙） 提出書類をチェック

△ 19
横浜市水道局指定給水装置工事事業者指定書

〇

お問合せ先：横浜市下水道河川局管路保全課下水道普及担当　

電話０４５－６７１－２８２９　

指定工事店台帳　　（この内容で登録されています）

〇 〇 21
お送りした「横浜市の封筒」　（申請書類は必ず封筒に入れて提出） 申請書類を入れて

提出する。　・廃棄又は汚損等の場合は、別封筒（角２）に「指定工事店番号」、「社名」を必ず明記する。

〇 16

△ △ 17 排水設備指定工事店異動届出書　〔第４号様式〕
第４号様式

　・横浜市の給水装置工事事業者の指定を受けている場合。

　　・通知書類に「同封」、代表者、所在地、法人名等の登録内容を確認してください。

△ △ 18
横浜市以外の排水設備指定工事店証

『写し』を提出

△

　・神奈川県内の他の市町村より指定工事店の指定を受けている場合。

『写し』を提出

　　倉庫全体の外観・看板や内部の保管状況、器材・車両の所有状況がわかるよう撮影する。
〇 〇 15

設備・器材の写真　（倉庫の外観 ・ 看板 ・ 倉庫内の内部 ・器材・ 車両　）　
３か月以内のもの

〇 〇 12
専属する排水設備工事責任技術者の合格証又は講習修了証

『写し』を提出

〇 〇 13
専属する排水設備工事責任技術者の雇用関係を証する書類

『写し』を提出

　　　・健康保険証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書などの写し

〇 〇 14 設備・器材所有調書　〔第１号様式（４）〕 　第１号様式（４）

　・神奈川県下水道協会発行で、有効期間内のもの

〇 〇 11 専属の排水設備工事責任技術者名簿 　　 〔第１号様式（３）〕 　第１号様式（３）

〇 〇 9 営業所の平面図及び付近の見取図　　〔第１号様式（２）〕 　第１号様式（２）

〇 〇 10
営業所の写真　（営業所の外観 ・ 看板 ・ 所内の様子　）

３か月以内のもの
　　　・営業している旨が把握できるよう撮影する。

〇 〇 8
身分証明書　（代表者のもの、本籍地の市区町村で発行）　 【原本】を提出

３か月以内のもの
　　　　　　　　　　　　・免許証、保険証、社員証等ではありませんので、ご注意ください。

誓約書（代表者のもの） 　　※様式は管路保全課にご請求ください。

〇 〇 7
登記されていないことの証明書　（代表者のもの、横浜法務局で発行） 【原本】を提出

３か月以内のもの　・成年後見人制度関係の証明書

〇 5 　定款または寄付行為　 『写し』を提出

〇 〇 6 住民票の写し　（代表者のもの、住所地の市区町村で発行）　
【原本】を提出

３か月以内のもの

△ △ 4
  営業所の所在地（住所）を証する書類　（公共料金領収書等又は賃貸借契約書の写しなど）

『写し』を提出
・指定を受ける営業所の所在地が登記事項証明書又は住民票に記載されていない場合のみ。

△ 3
　委任状及び印鑑証明書　（法人登記用のもの）　

【原本】を提出
３か月以内のもの　　・申請書上の申請者が、代表者以外となる場合のみ必要です。

　　　　（代表者以外の方が来庁して申請書を提出することについての委任状は不要です。）

〇 〇 1 排水設備指定工事店 指定／指定更新 申請書　〔第1号様式（１）〕 　第1号様式（１）

〇 2 　登記事項証明書（法人用）の全部事項証明書　（現在または履歴）
【原本】を提出

３か月以内のもの

指定更新申請に必要な書類一覧表

横浜市下水道河川局管路保全課　(R6.4)
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